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都道府県・郡市区医師会による特定健診等機関の

事務代行の開始に向けて

　特定健診・特定保健指導の決済代行機関である支払基金への、r特定健診・特

定保健指導機関届」の提出について、医師会員である保険医療機関による個別

の届出に加えて、都道府県医師会・郡市区医師会による「費用の請求事務代行」

やr費用の受領委任」に関する一括の届出が開始されることとなった。

　本資料は、医師会もしくは会員医療機関が各種の書類を作成する際の注意点

を示したものである。

　なお、以下の本文を説明する参考資料を添付しているので、併せて参照願い

たい。

1．医師会による請求

1．　請求事務代行の説明

　支払基金より配布される暗号化ソフトを使用して届出機関自身が電子媒

体による請求の提出ができる医療機関を除いて、届出機関に代わり都道府県

医師会・郡市区医師会が請求の事務代行を一一括して行うもの。

暗号化通信とともにr保険医療機関の電子証明書の添付」が必要とされるオ

ンライン請求は、医師会による請求事務代行では行えないので、電磁的記録

媒体である、CD－R、FD、MOのいずれかによる提出となる。

　なお、特定健診と特定保健指導の両方を届出る場合でも、CD－R、FD、

MOのいずれかひとつの媒体しか選択出来ないことに注意が必要。

　また、特定健診と特定保健指導のどちらか一方を医師会による請求事務代

行として届出ることはできない。



2、　請求事務代行の届出内容

①特定健診・特定保健指導の請求事務代行について」：参考一1

請求事務代行を行う医師会として1枚提出する。請求事務代行者として

医師会名及び医師会長名を記載して押印する。

②健診等費用の請求の事務代行を行う、特定健診・特定保健指導機関一

　覧」：参考一2

　特定健診・特定保健指導機関コード（保険医療機関コード）と保険医

療機関名称の一覧を作成して添付する。なお、既に健診等機関届を提出

している医療機関が、医師会による請求事務代行を希望する場合（変更）

も、一・覧に記載する。

③新規の届出「特定健診・特定保健指導機関届（保険医療医療機関）」：

　参考一3

　本届の内容のうちr⑦：請求者名」欄には何も記入せず、空欄とした

上で会員より取りまとめて添付する。

④変更の届出「特定健診・特定保健指導機関変更届」：参考一4

　本届出で、医師会による請求事務代行を希望する場合は、「⑩：請求形

態」欄で、医師会が請求する形態への変更内容を記入する。また、「備考」

欄に、請求事務代行を行う医師会名にてrOOO医師会　請求代行」と

記入する。

※届出全体のフロー：参考あ

3、　請求事務代行における支払基金との運用の内容

①届出により支払基金から医師会へ提供されるもの

　○一括暗号化と複合化のためのソフト

　O暗号化の際、作成に使用する提出元機関番号（医師会番号として10桁）

②毎月、請求後（基金受付後）に支払基金から医師会へ送付されるもの

　○「データ受領書」

　○「受付エラー連絡書」

③返戻・過誤返戻データ

　○医師会単位で…括暗号化された電子媒体として支払基金より医師会へ

　送付されるため、医師会により複合化が必要。

※請求事務代行全体のフロー：参考一6



Il．医師会による受領

1．　受領委任の説明

　都道府県医師会・郡市区医師会が医師会員である保険医療機関に代わり、

特定健診等の費用の支払いを支払基金から一括で受領するもの。

　なお、特定健診と特定保健指導のどちらか一方を医師会による受領とする

ことはできない。

2、　受領委任の届出内容

①r特定健診費用および特定保健指導費用の受領委任に係る受任承諾

　　書」：参考・7

　受領委任として支払をうける医師会として1枚提出する。受任者として

　医師会名及び医師会長名を記載して押印する。

②「委任状」：参考一8

　受領委任する費用の種類を選択して、委任者欄に会員医療機関の住所、

氏名を記載、押印の上、会員より取りまとめて添付する。なお、医師会に

よる一括受領に関しては、印鑑証明書の添付は不要であり、従って、押印

についても実印である必要はない（シャチハタは不可）ことに注意が必要。

さらに、既に健診等機関届を提出している医療機関が、医師会による受領

を希望する場合は、同様に委任状を提出する。

③新規の届出r特定健診・特定保健指導機関届（保険医療機関用）」：

　参考，9

本届の内容のうちr⑧：受領者名」欄には医師会名を記入、r⑨：振込銀

行1口座名義人」欄には医師会の振込口座情報を記入した上で、医師会が取

りまとめて添付する。

④変更の届出r特定健診・特定保健指導機関変更届」：参考一10

　本届出で、医師会による受領を希望する場合は、「⑧：受領者名」欄には

医師会名を記入、r⑨：振込銀行ノロ座名義人」欄には医師会の振込口座情報

を記入した上で、医師会がとりまとめて添付する。

※届出全体のフロー：参考一11



3．　受領委任における支払基金との運用の内容

　①毎月、決済後の振込にあたり支払基金より医師会へ送付されもの

　　○「特定健診・特定保健指導　支払決定内訳一覧表」

　②毎月、決済後の振込にあたり支払基金より健診等機関へ送付されるもの

　　○支払総括票

　　○返戻過誤調整内訳書

　　○補正結果内訳書

　　○当座口振込通知書

　※受領委任全体のフロー：参考一12

（補足）

　特定健診等費用は医科レセプト費用と違い、支払基金による源泉徴収対象

外とされている。従って、健診等実施機関では当座口振込通知書を保管して

おく必要がある。

　なお、支払基金では、1年分のr支払調書」の送付を現在検討されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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1．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　　　一医師会による鏡の作成一
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2．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　　　一医師会による一覧の作成一
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3．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　一新規届の医師会による取りまとめ一

O特定健診は医師会、特定保健指導
1は自施設から請求するなど、切り分け

は「FD』など、媒体を分けることはでき

ない。

0特定健診は「CD－R』、特定保健指導

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



4．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　一変更届の医師会による取りまとめ一
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O特定健診は医師会、特定保健指導
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5．地域医師会等による請求事務代行
　　　　　　　　　　　　一支払基金への届出一
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6．地域医師会等による請求事務代行
　　　一代行入力における請求と返戻の流れ一
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7．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　　一医師会による受任承諾書の作成一
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資料提供：社会保険診療報酬支払基金



8．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　一委任状の医師会による取りまとめ一

作成1慶鍛
　1委任事項1「t，爵1｝を1』｝で囲ノし、でください。

　臼っことほでさ『直せハ、。
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　　資料提供：社会保険診療報酬支払基金

所00県00市00町1－2－3

　00法人△△会口口病院
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‘発行日から3か月以内）を添付して一ください。　　　　　　日｝『記＼

O届出様式には「印鑑証明書の
添付』が記載されているが、医節

会による一括の受領に関しては、

印鑑証明の添付の必要なない。
・》押印は実印である必要はない

がシャチハタは不可。



9．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　一新規届の医師会による取りまとめ一

くレ｛旭の馴1”1「的1『使l　Iレ1る一一」一且一』I　l　I一け■一

］］s第　一，　塞県以外一受■1“＝．』！人一、半四1いる嵩置に一 l　I丼祖　一一　一取引’測、ヤ悼卑1賂録研r一い＝＝i　ムヘ　ジロ’h闘い「『一一＝1－4

資料提供：社会保険診療報酬支払基金

O特定健診は医師会、特定保健指導
は自施設で受領するなど、切り分け
はできない。
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10．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　一変更届の医師会による取りまとめ一

O特定健診は医師会、特定保健指導
は自施設で受領するなど、切り分け
はできない。

雫届の内容山『〆一一酬’、摘柑I　l渦1“1る1」』「I　l　I■い“し，幸1一一奇傑鹸診断椒酬芝払“争の貰楠1’l　lI」』る1一の“一高「1，削ノ■情愉磁擁邑第博論笥3f則1，1■吊る椙rN　l　l　しか，

申入J　I　Id一藍’‘くし冗他L－1“1川I　l的［1即1卜1るご一r■一に為り［．刊，1一

雫届におい一」［3第　一，　一本苧以外山之字『『記べさお一〔いる場ゴ冨1、1憾第　一一　一ホ雫1『置一、柚ズ1肝腎伺1一い亭　ムヘ　　ント平’公尉い∫’叱一1．一丁

資料提供：社会保険診療報酬支払基金
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11．地域医師会等による受領委任
　　　　　　　　　　一支払基金への届出一
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．¶＝．．L“一一、、、一一・　．層．、r．．．＿一　一

〔31特定健診・特定保健指導機関変更届

　　　　　　　　　　　　一I　I！
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提出
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r5〕特定健診費用及び特定保健指導費用の

受領委任に係る受任承諾書

紳州一鰍r一一“騨臣‘舳　四曲一昨　，“”

」智一　1“卜”｝『　一』■一　層■曹一一…『“㌧

　　　　　　　　ゆ耶『　ヨー　卿l　h

（1）特定健診・特定保健指導機関届

②委任状
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③特定健診・特定保健指導機関変更届
④委任状

一　　　塾二L」　一一

「
　
　
－
．
、
皿
一

資料提供：社会保険診療報酬支払基金
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12．地域医師会等による受領委任
　一代行入力における支払（振込）の流れ
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